
２０２１年度 生活指導に関わる共通理解項目 

 

「川崎小学校１０か条」を理想の姿として学校生活を送る 

①気持ちのよいあいさつをします 

②時間を守ります 

③友だちを大切にします 

④ものを大切にします 

⑤まちがいを素直に認めます 

⑥相手の気持ちを考えて行動します 

⑦学校をきれいにします 

⑧責任をもって仕事をします 

⑨健康に気をつけます 

⑩ありがとうを忘れません 

 

〔校内生活〕チャイムや校時に従って行動する 

 

１．登下校・校時 

（１）各地区より集団登校で、８時～８時１０分の間に学校に到着する。 

（２）８時２５分の予鈴で教室に入り、８時３０分より朝の学習・読書を始める。 

（３）最終下校時刻…６限・委員会・クラブの日は１５時５0分、水曜日は１４時４０分、５限・短縮の日は１５時 

（４）決められた通学路を守り、できる限り複数で下校する。 

 

２．学習 

（１）通学かばんは原則ランドセルを使用する。 

（２）集合場所に着いたら、忘れ物を取りに帰らない。 

（３）筆記用具の中身は以下のものとする。（シャープペンシルは原則使用しない。） 

    削った鉛筆５～６本、赤・青鉛筆（ペン）、ネームペン、消しゴム、定規、下敷き、黄色の蛍光ペン（高学年のみ） 

（４）特別教室や体育館へは、クラスでまとまって行く。 

 

３．休憩時間 

（１）遊んでよいところ…運動場・体育館・中庭・外の広場（その他の場所へは入らない・遊ばない） 

（２）場所によって上靴と下靴の区別をする。 

中庭は、上靴で行き来してもよい。（地面が濡れている場合は使用しない） 

（３）一輪車は、運動場の一輪車練習台のあるところやピロティで使用する。使用後は、所定の場所（ピロティ）に

片付ける。 

（４）雨の日の遊びについては学級で話し合い、ルールを決める。必要に応じて学年、学校で相談する。 

（５）雨の日の体育館使用や、休み時間の運動場の使用等については、別に決める。 

（６）廊下は走らない。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．服装 

（１）装飾やアクセサリー（ピアス・ネックレス・指輪・ブレスレット・ネイル・ミサンガなど）は身に着けない。 

（２）学校では、名札をつける。 

（３）体育授業時の服装は、原則体操服。（半袖・半ズボンから長袖・長ズボンのインナーを出さない。） 

（４）ネックウォーマーは登下校時のみ着用。 

（５）カイロは必要に応じて持ってきてもよいが、遊ばない。 

（６）化粧や染髪、パーマは児童期の子どもには健康上好ましくないと考えるため、それらは避け、小学生にふさ

わしい身だしなみを心がける。 

 

５．持ち物 

（１）お金や漫画、ゲーム、お菓子等、学校に必要がない物は持って来ない。 

（２）携帯電話・スマホは原則持ち込み禁止。家庭から届の提出があった場合は許可をする。 

（３）医薬品（薬・日焼け止め・薬用リップ・目薬など）は担任に連絡した上で使用する。 

（４）バレンタインデー、ホワイトデーについて 

学校に必要のないものと同様、プレゼントは原則持ってきてはいけない。 

（５）持ち物に名前を書く。 

 

 



〔校外生活〕 

 

（１）自転車に乗るときは、ヘルメットを着用する。 

（２）自転車は学校の敷地内では乗らない。また、所定の場所に停める。 

（３）道路、駐車場など危険な場所でジェイボード、キックボード、スケートボード、一輪車、竹馬などをしない。 

（４）子ども同士で校区外や池、川、海などには行かない。 

（５）遊びに行く時は、家の人にどこへ行くか、だれと遊ぶか、帰る時間を伝える。 

（６）外出時は、暗くなる前に家に帰る。 

（７）不審な人にはついていかない。もし危険なことがあれば、『子どもＳＯＳの家』に助けを求めたり、学校 

へ連絡したりする。 

（８）不審な電話に対しては一切答えない。 

（９）スマートフォン、ゲームは家庭でルールを作り、守る。 

（１０）SNS等は保護者の管理下で使用し、個人情報の投稿はしない。 

（１１）用のない時は、店へ入らない。（駐車場やイートインコーナーで遊ばない） 

（１２）お金の貸し借りはしない。 

（１３）ごみは必ず持ち帰る。（学校に遊びに来た時も同様） 

 

 


